
令和元年度目標

評価 評価

S～C S～C

・施設の設置目的である、心身共に健全な青少年育成を図るため、プログラムの充実を図ってい
る。利用団体とプログラム内容の相談と利用打合せを行い、教育的な目的・効果を考慮して、自然
体験活動の提供ができるよう努めている。

利用目的や活動内容に応じたプログラムを実施し、また適
切な指導を行うことで、児童生徒の多様な体験活動の機
会を充実し心身共に健全な青少年の育成を図っている。

・法令遵守について、施設設備における各種法定点検は、問題なく実施している。施設運営に関わ
る消防法、旅館業法、食品衛生法などの各種法令を遵守し、快適な宿泊環境作りと食の安全に努
めている。

施設関係法令の消防法、浄化槽法などの法律を遵守し、
保守点検を計画通り実施し、適切な施設管理・運営を行っ
ている。

・常に公平性を重要視しつつ案内や利用許可を行なっている。学校団体に対しては一定の申し込み
期間を設けた上で、利用の希望日程が重複した場合は抽選を行なっている。施設の利用場所や時
間については、各団体に希望を聞き取り、平等に利用できるよう配慮している。
・府民に広く平等に情報提供できるよう、インターネット配信や地域コミュニティ広報への掲載を依頼
している。また、ホームページ、FaceBook、インスタグラム、LINEなどを積極的に活用している。

「利用のご案内（申込の受付）」に申込及び日程調整方法
を定め、ホームページに掲載し、公平に情報提供してい
る。
また、児童生徒を中心とした団体に対して、規程に基づき
日程調整を行うとともに、事前打合せを実施し、体育館な
どの施設を使用する活動についても、平等利用を確保して
いる。

・構成団体の自主研修では「人権研修」のプログラムを必須とし、職員全員が受講予定である。ユー
スホステル協会は2月に「外国人の人権」、青少年活動財団は１月に「子どもと人権について」を予
定している。
・障がい者、高齢者に対しては、打合せ等を十分行い、支援体制を整えている。具体的には活動し
やすい階の部屋利用を優先し、車いす仕様車を使っての所内移動の実施、車いすは常時使用でき
るように準備している。
・食事についてはアレルギー調査票に基づいてアレルゲンの除去および代替え食の提供をしてい
る。食事制限（糖質や脂質制限）や嚥下障害のある方への対応を行っている。宗教上の理由で対
応食が必要な場合は、可能な範囲で除去および代替食を提供している。
・訪日外国人の利用が増加しており、アメニティと清掃をセットにしたパックの案内や所内の表示も
段階的に多言語対応を実施している。

車いすを利用する方の施設内移動については、専用車を
使用するなどの配慮を行っている。
また、食事に関して、嚥下機能に障害がある場合は、食形
態を調整した食事を提供している。
訪日外国人旅行者の増加に伴い、当該施設においても訪
日外国人利用者が188％（12月以降の予約数含む）増加し
ており、食事の取り扱いなどについても、宗教や嗜好等に
対応できるよう努めている。

平成30年度目標　合計103,000人　宿泊数57,000人、日帰
り数46,000人
平成30年度実績　合計94,290人　  宿泊数51,044人、日帰
り数43,246人

・実施回数
平成30年度目標　５事業　５回
平成30年度実績　５事業　５回

・申込者人数
平成30年度目標　200人以上
平成30年度実績　260人

大阪府と連携して各種広報活動を展開している。
・10月の消費税改定に伴い予約団体357件に対し、料金改定のお知らせと利用の手引き書を送付し
た。併せてホームページにも情報掲載を行った。
・事業のチラシについては各事業だけではなく年間行事の案内なども作成している。また、両面カ
ラーを採用し、興味を引くようなデザインを心がけている。
・図書館、公民館、コミュニティセンターへの逓送便を利用して、主催・自主事業のチラシなどを配架
している。
・貝塚市の広報誌へ毎月事業の案内を掲載依頼している。
・主催・自主事業のチラシは毎回過去参加者へダイレクトメールとして送付している。
・ニュースや空室情報、新事業の情報はホームページ上に随時掲載している。また、民間のWEB媒
体（イベントバンクやいこーよ、愛ラブ泉州など）を利用し、事業ごとに情報を提供、誘致活動に努め
ている。
・大阪府子ども会育成連合会と連携し府市内8ブロック40協議会に施設の案内と案内資料の配布を
依頼した。また、近畿地区子ども会大会に出席、施設の利用誘致に努めた。
・計画的に営業活動を行なっている。学校、旅行会社教育旅行事業部、関西および東京のインバウ
ンド系列旅行会社に集中的に訪問している。
・閑散期対策のため、音楽団体へ116件、スポーツ団体、施設へ89件など、計画的にダイレクトメー
ルを送付している。また、令和2年度9～3月予約案内344件送付した。

地元の広報誌やインターネット等の媒体を利用し幅広く広
報を行っている。
また、訪日外国人の利用が増えている等の利用傾向を見
ながら、広報の対象をインバウンド系列旅行会社へ広げる
など、積極的な広報活動が認められる。

・インバウンド系列旅行会社への営業活動に加え、修学旅
行等、団体旅行者に利用してもらうという施策を打つのが
良いと考える。
・最近のSNSツールの主流がインスタグラムになっている
のであれば、それを効果的に活用してはどうか。

(3)利用者の増加・
サービスの向上を
図るための具体的

手法・効果

②障がい者、高齢者、外国人等に対する案内等の配慮は適切か

評価委員の指摘・提言
評価内容 評価内容

評価項目 評価基準（内容）

指定管理者自己評価 施設所管課の評価
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令和元年度目標　合計105,400人　宿泊数58,600人、日帰り数46,800人

②施設・設備への投資が適切になされているか

令和元年度指定管理運営業務評価票

施設名称：大阪府立少年自然の家 指定管理者：少年自然の家共同事業体 指定期間：平成28年4月1日～令和8年3月31日 所管課：市町村教育室地域教育振興課

(1)施設の設置目的
及び管理運営方針

①社会教育施設としての設置目的及び管理運営方針に則り運営がなされているか

A

②法令遵守の取組み状況は適切か

(2)平等な利用を図
るための具体的手
法・効果

①利用承認、事業の実施等において平等利用が確保できているか

A A

・「バーベキューガーデン奥貝塚」は3月16日に開業。建築費用は9,760,000円（72回リース・平成30
年3月より開始）。今年度の投資額は1,860,012円（リース料12回分）。
・「バーベキューガーデン奥貝塚」には11月末までで2,608人の利用があった。年間目標の4,300人に
は達しなかったが、8月には水遊び広場（267人参加）の実施により家族連れなどで大変賑わった。
また、11月4日開催のオープンデーにおいては、バーベキュー場を使った「キッズキッチン」を実施、
用意した食材が早々に完売するなど賑わった。バーベキュー場横の幼児向けアスレチックもバーベ
キューガーデン利用者に利用されている。調理器具セット等のレンタルおよび食材収入は今年度11
月末の時点で1,848,990円の売り上げ。内部設定目標の1.9倍を売上げた。さらに12～2月にバーベ
キュー場でダッチオーブン料理のイベントを開催を予定しており、閑散期利用増にも期待できる。

平成30年3月にオープンしたバーベキューガーデンでは、
昨年度にアスレチックを設置。また夏場に水遊び広場を
作ったり、新たなイベントを実施する等、様々な工夫を凝ら
している。
但し、11月末時点でのバーベキューガーデンの利用者数
は、60.6％の達成となっており、今年度の事業計画に掲げ
た「繁忙期における2回転利用の促進」等、利用促進に取
り組んでいただきたい。バーベキューガーデンの整備と利用促進

①日帰り・宿泊合計の年間利用者数
11月末時点の今年度利用者数は80,073人。予定年間利用
者数90,908人に、台風の影響で発生したキャンセル798人
を足しても目標達成が難しい見込み。利用者数減少の原
因を調べ、課題の抽出と対策の検討を行い目標達成に向
けて引き続き努力されたい。

③主催プログラムが適切に実施できているか

A A

4事業を実施し、11月末までで262人と目標値を超えた。長期宿泊型自然体験活動である、「子ども
ワイルドキャンプ」は例年通り申し込み多数で6泊7日を無事に終えた。「中高生チャレンジキャンプ」
は、フォレストジュニアクラブの卒業生が中学生となり参加につながった。「えほんのひろば」はオー
プンデーと同時開催で実施。絵本を楽しむ多くの親子連れで賑わった。「課題を抱える青少年への
支援事業」（事業名：こども食堂・森のレストラン）は家に引きこもりがちな子ども達に炊飯体験とコ
ミュニケーションの機会（場）を提供して当施設ならではの自然体験を行なった。毎年10月に実施し
ている「森の絵本づくり」は参加者が集まらず3月1日に変更し実施予定。
長期宿泊型自然体験活動については参加者の満足度も非常に高く、アンケートからは「失敗を恐れ
ずに積極的になった」「しっかりしてたくましくなった」などの意見が寄せられた。中高生チャレンジ
キャンプは少し年齢が高くなった分、新たなコミュニケーション作りに達成感を覚えたなどの意見が
聞かれた。広報はホームページの掲載、過去参加者へのダイレクトメール、府内公共施設へのチラ
シ配布（図書館、公民館、コミュニティセンター）、民間のWEB媒体へ掲載した。活動の様子を
Facebookにも掲載したりオープンデーのブースで写真展を実施し好評であった。また、今年からいく
つかの事業において、アンケート協力者に対して事業で撮影した写真をネット配信サービスを用い
て送付するサービスを実施した。

11月末までに、4事業4回を実施しており、参加者数は既に
目標値を上回っている。また、それら事業は、施設の効用
を発揮しながら、適切な主催事業の実施ができている。
毎年実施している「森の絵本づくり」については、当初の提
案では45人を見込んでいたが、平成28～30年で参加者は
9～15人であったこと、また今年度の募集では参加者が集
まらなかったことから、内容を検討し、実施する予定であ
る。
このように個別プログラム毎の課題を抽出し、事業内容の
見直しや広報強化など魅力ある事業実施に引き続き努力
されたい。

④広報・情報発信の取組みが適切になされているか

・利用者数実績（11月末時点）：80,073人（12-3月の予約人数は10,835人）

・年間利用者数見込（11月末時点）：合計90,908人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       宿泊数50,448人／日帰り40,460人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ※うち閑散期10－3月:21,761人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      宿泊数13,571人／日帰り8,190人、
・G20の影響で高校の一泊利用が大幅に減、8月の台風10号、10月の台風19号などによる大規模
キャンセル（25団体798人）や、100人を超える団体の利用者が今年度は別の施設を利用したこと等
が利用者数の減少に影響した。
・今年度末までに、更なる予約数の増を見込んでいる。

令和元年度目標５事業５回

令和元年度目標239人以上

・内容（教育効果・参加者満足度・広報等）
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評価 評価

S～C S～C

評価委員の指摘・提言
評価内容 評価内容

評価項目 評価基準（内容）

指定管理者自己評価 施設所管課の評価

・熱中症対策にロックアイス、アイスクリームの販売を開始した。また、要望に応えてインスタント
コーヒーの販売を行いどちらも非常に人気である。
・昭和60年から使用していた毛布が寒いというご意見があり、すべて新しい毛布に交換した。
・体育館のバスケットゴールを新たに購入し、古いものと交換した。
・食堂以外の場所（会議室やホールなど）でパーティメニューを提供できるようにした。11月末までで
10件352人の申し込みがあり満足度も高かった。
・第３炊飯場の利用促進のため、ボランティアリーダーによりピザ窯を設置した。他に移動可能なピ
ザ窯も製作し、新たな野外活動メニューとして活用している。
・食堂に子ども専用椅子を追加購入した。

昨年度猛暑であったため、熱中症対策のためのロックアイ
スとアイスクリーム販売を今夏より開始する等、様々な利
用者サービスの向上に努めている。

・大阪府との年間業務委託・保守点検計画に基づき日常点検とメンテナンスを実施。
適用となる関係法令を遵守するとともに、専門的な知識、技能を有する業務は専門業者により実施
している。
・6月：医務室を含む事務所系統の空調設備を修繕（府）、8月：厨房の製氷機を更新、9月：大研修
室の空調設備を更新（府）、事務所パソコンのウィンドウズ7サポート終了によりウインドウズ10搭載
のパソコンに更新。また、12月以降、厨房処理室の冷蔵冷凍庫更新を予定（府）
・年2回の消防設備点検には管理権限者もしくは防火管理者が立ち会い、指摘事項があれば迅速
に対応している。点検結果報告は、所轄官庁へ提出するとともに府と連携し、日常の安全管理に努
めている。
・防火対象物点検は、消防法令の遵守状況が優良であると認められ，一定期間，点検報告義務を
免除される特例認定が認められた。

築35年の施設であるため、あらゆる箇所が老朽化により
修繕の必要が生じており、リスク分担に基づき府と指定管
理者で対応している。また、指定管理者の発意により、備
品交換やガラス修繕を積極的に実施している。

施設管理費は適正に執行している。
修繕費及び施設整備費は年間予算3,924,000円に対し10月末までに87％を執行済み。費用は緊急
性のある修繕を優先して行っている。毛布やパソコン、製氷機などの備品整備も行った。6月アスレ
チック場遊具点検、8月厨房内製氷機取替え、9月館内の破損したガラス板の取替え等を実施した。
残りは閑散期にしかできない修繕を中心に集中して執行予定である。

10月末現在の執行状況は87.3%となっており、計画どおり
執行できている。

・施設を安全に利用していただくために、利用者に対して十分なオリエンテーションを実施し利用対
応マニュアルを随時整備している。
・前年、予測不可能な緊急事態から太陽光非常用バッテリー、非常時連絡用携帯、ヘルメット、電
池、アルファ化米などの非常時備品の整備に努めている。
・台風や豪雨などの自然災害の恐れがある場合には、予約団体へ事前に相談し調整を行った。利
用者からは早い対応で助かったと好評であった。
・利用者の安全確保のため、夜間照明を点灯している。
・野外炊飯場に防犯カメラの増設を行った。その後、雷による誘導電流障害やケーブルが切断され
る被害等が発生したが迅速な復旧に努めた。
・体育館出入口扉カギを取替え、宿泊棟各階入口扉カギを取付け、地上階は窓やドアは閉鎖してい
る。
・食中毒や流行性感染症予防への注意喚起、予防接種の義務化を実施、厨房・食堂の管理および
食品等の取扱いには、衛生管理マニュアルの遵守、衛生講習会への参加および厨房内の清浄検
査を実施、従業員の危機意識向上に努めている。
・緊急時対応は、危機管理マニュアルを作成、事象別対応フロー図を掲げ迅速な対応ができるよう
にしている。6月吹田市の警官拳銃強奪事件、11月堺市の凶器・武器所持事件については、所管の
大阪府教育庁と連携し対応した。
・消防計画を作成して施設内の事故、防犯および防災に努めている。また、AED講習会を毎年定例
化し職員従業員全員が緊急時に対応できるようにしている。

昨年度の北部地震や台風21号の経験を活かし、防災備品
の整備を行っている。また、危機事象発生時には、府と連
携し、早急に現状報告する等、迅速な対応を行っている。
少年自然の家危機管理マニュアルについて、管理体制や
危機管理体制の確保ができていることを改めて府と指定
管理者とで確認している。

・体験プログラムの機会を提供する出前講座「教育コミュニティ推進事業」に協力しており、今年度
11月末日までに9件の依頼があり内7件を実施している。「おおさか元気広場関係者研修会」に出席
し交流活動にも参加している。
・奥貝塚周辺の資源を活用した魅力づくりや活性化の推進に協力して、「少年自然の家オープン
デー」を開催し体験プログラムや手作り工作、えほんひろば、野外コンサート等を行っている。今年
度は、過去最高の1076人の来場者数を記録し大いに賑わった。
・大阪市消防局、貝塚・岸和田消防本部などに協力、山岳救助訓練の場所を提供のほか「天皇陛
下即位の礼」警備のための宿泊場所の提供、6月「環境月間」、11月「山に親しむ推進月間・おおさ
か山の日」、11月「こども読書活動推進」、「なにわなんでも大阪検定」への合格者特典、子ども
ファーストデーの後の「まいど子どもカード」、「農とみどりの健康ご長寿プロジェクト」の協力も行って
いる。

おおさか元気広場への出前プログラムに9メニューを挙げ
ており、活動も7回実施するなどの協力をはじめ、多くの協
力をしている。

・知的障がい者1名を清掃業務に継続雇用している。
・週一回作業所の施設外就労の場として提供している。
・大阪府商工労働部と連携し、高齢者就労自立支援事業の就労場所として施設を提供している。

就職困難者への雇用・就労支援、高齢者の就労場所の提
供ができている。また、知的障がい者についても、継続雇
用をしており、今年度改正されたハートフル条例における
定着という点においても寄与している。

・節電キャンペーンのポスター掲示、節電巡回の実施、デマンド監視装置、館内照明のLED灯取替
えの他、膝掛け毛布、寝具用毛布、遮光カーテンの設置等による電力需要と化石燃料による二酸
化炭素の排出の抑制に努めた。

昨年度に引き続き、デマンド監視装置を設置し、最大需要
電力を抑制するなど、節電の取り組みを積極的に行ってい
る。

廃棄食材の処理や、プラスチックごみの圧縮、再生可能エ
ネルギーといった取り組みについても今後考えていただき
たい。

・大学生と社会人を主体とした専属リーダーは、おもに事業におけるリーダーとして活動している。年
一回の自主研修を行う他、12月にキャンプ協会の研修会などに参加を予定している。現在登録は
17人、大学等に募集をかけている。
・シニアを中心としたボランティアグループには敷地内の環境保全、自然工作や観察などの指導、
炊飯やレクリエーション、キャンプファイヤーの指導などを依頼している。
・事業の「ツリークライマー資格認定講習」「プロジェクトラーニングツリー養成講習会」「森の絵本づ
くり」「親子deしぜんのようちえん」等はNPO法人等からの講師派遣、「アドプトフォレスト」では、企業
の貢献活動、「少年自然の家オープンデー」では、ボランティアグループの他、作業所、音楽グルー
プ、学校団体との協働で開催している。
・貝塚市社会福祉協議会主催の「子ども食堂」に食器を貸出すなど協力団体として、良好な関係を
築いている。

今年度もNPOのシニアボランティアグループと事業実施し
ている。また、オープンデーを学校団体など、府民と協働
で開催するなど、積極的な参画が図れている。

(4)施設の維持管理
の内容、適格性及
び実現の程度

(5)府施策との整合

実
施
状
況
は
適
切
か

右
記
の
提
案
の

・府・公益事業協力等

A

A

②施設管理に関する経費の執行状況は適切か

③施設の規模・機能にみあった管理体制・危機管理体制が確保されているか

⑤利用者サービス向上の取組みが適切になされており、効果をあげているか

①維持管理の内容は効果的で適切か

A

A

・行政の福祉化

・環境問題への取組み

・府民、ＮＰＯとの協働
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評価 評価

S～C S～C

評価委員の指摘・提言
評価内容 評価内容

評価項目 評価基準（内容）

指定管理者自己評価 施設所管課の評価

(1)利用者満足度調
査等

調査は「施設利用について」「活動プログラムについて」「食堂利用について」「バーベキューガーデ
ン奥貝塚について」のアンケートを実施している。「施設利用について」のアンケート回収率は9割と
なっている。また、個々の利用者からの意見や要望は、施設内に記帳台を設置して内容とその対応
について掲示板を設置して情報公開している。
職員・従業員全員に、アンケート結果を周知するとともに会議で議題として挙げ、優先順位をつけて
対応しており、アンケート内容と結果は、ホームページ上に掲載している。

A

利用者満足度調査を実施し、11月末時点で、「政策マーケ
ティング・リサーチ ガイドライン」記載の400サンプル以上
の回収が出来ている。調査結果は、四半期毎に指定管理
者と府とで開催する運営会議にて共有がなされており、対
応策について話し合い、次回会議にて、対応結果を報告
するなど、PDCAマネジメントサイクルができている。

A

・実施数
平成30年度目標　11事業
平成30年度実績  12事業

ゴールデンウィークに「初めてのキャンプに挑戦」を新たに実施。11月末時点で12事業中、9事業を
実施。昨年まで実施していた「ナイトハイク」は台風の影響で山道が通行止めになるなど危険性が
あり実施を中止とした。また、10月12日「乗馬体験と臨床動作法」は台風のため延期、2月24日に開
催予定である。

・参加者人数
平成30年度目標　参加者数632人以上
平成30年度実績　参加者数690人

年間目標699人に対し、11月末時点の参加者人数は794人である。

・4月末からのゴールデンウイークを活用して「初めてのキャンプに挑戦」を実施した。期間中81組
292人が利用して賑わった。
・年6回シリーズの「フォレストジュニアクラブ」は小学生に自然体験の楽しさと主体性や社会性をは
ぐくむ機会を提供している。参加者、保護者のアンケートからは毎回高い評価をいただいている。
・清水建設株式会社、大阪府農と緑の総合事務所、自然の家の3者協定により実施している「大阪
府アドプトフォレスト」には30名の定員に対して127名もの応募があり、大変人気の事業となってい
る。またこの事業に参加した家族は森と人とのかかわりについて理解を深めた。
・「おおさか元気広場」の出前講座は年々希望が増えており、11月末までに7回実施、年度末までに
あと2回開催予定となっている。スラックライン、火おこしなどを指導した。出先の学校には必ず自然
の家の紹介を行い、参加者にも事業のちらしなどを配布している。

・実施数
平成30年度目標　８事業
平成30年度実績　８事業

11月末時点で9事業中6事業を実施。年度末までに年間目標9事業を催行予定となっている。
8月31日「おとなのえんそく①」は河川の増水のため中止となった。

・参加者人数
平成30年度目標　1,420人以上
平成30年度実績　1,666人

年間目標1,558人に対し、11月末時点の参加者人数は1,172人である。

・4月に学校団体向けに円滑な運営と施設利用の理解を深めてもらうため「プログラム体験会」を開
催した。
・昨年より始めた「親子de自然のようちえん」はすぐに満員になるほどの人気で、新たな客層の獲得
にも貢献している。
・1月に屋内でも家族で楽しむことのできる「ボードゲーム」を開催予定である。

(3)その他創意工夫

・食事提供については、パーティープランの企画提案。利用者の要望に応じたメニュープランを取り
組み提供している。
・アレルギー情報については、これまで調査票により事前に情報を入手し食堂部が対応していた
が、一覧表を作成して利用者にも受付時にアレルギー対応有無の情報を提供している。
・閑散期の利用促進として子ども会向けに「子ども会らくらくパック」日帰りプランを企画、サービス向
上に取り組んでいる。
・熱中症予防策として売店にてロックアイス、アイスクリームの販売を開始した。（再掲）
・防寒対策として新規に毛布288枚を購入した。（再掲）

A

パーティープランを新たに打ち出し、食堂だけでなく、いろ
りの館やオリエンテーションホールでも食事ができるように
したこと、また、子ども会に向けたパックプランの打ち出し
など、様々な利用目的に対応できるよう工夫している。

A

・4～10月の収支（管理運営委託費除く）について、収入は施設／予算比94％、昨年対比105％　食
堂／予算比88％、昨年対比99％。支出は施設／予算比98％、昨年対比101％　食堂／予算比
90％、昨年対比98％という結果になった。収入に対して支出は優先順位をつけて運用した。
・事業、管理体制は計画に基づき適切に運営している。

・4～10月の収支（管理運営委託費除く）は施設／予算比75％、昨年対比122％、食堂／予算比80
％、昨年対比106％昨年よりも増収となったが、予算には届かなかった。

・収入確保については、新規利用獲得のための営業およびリピーターの確保、事業広報の強化に
より収入の確保に取り組んでいる。閑散期対策として大人向け事業、日帰り野外料理事業やバー
ベキュー、コスプレやドローン事業、訪日外国人など新たな一般団体の利用誘致に取り組んでい
る。
・管理コスト削減について、光熱費は前年9月より新電力に切り替え以降、4-10月で約130万円、
19％コスト削減することができた。その他デマンド監視装置、消費電力を抑えた設備機器の更新等
による電気使用量の抑制に取り組んでいる。また、諸法令に基づく維持管理費については、適正な
業者か、適正な価格か判断し相見積もりを本部に伺い費用を抑えて執行している。

A
収入確保に向けて、新規利用者獲得のため、積極的な営
業を実施している。また、電気使用量の抑制に努め、維持
管理費のコスト削減が出来ている。

A

・共同事業体2団体により適切な職員配置を行っており、職員は総括2名、施設管理部門21名(内
パートアルバイト8名含む)、食堂部門11名(内パートアルバイト6名含む)と計画通りに配置している。
それぞれの資格、得意分野を活かすように人員を配置している。
・管理栄養士は2名配置し、利用者からの問い合わせ等に即対応できるようにしている。

昨年度より、管理栄養士を増やし、利用者の多様なニーズ
に応えられるよう体制を整えるなど、現状に応じた適切な
人員配置を行っている。

残業がやや一部の職員に固まっているように見受けられ
る。適切な勤務時間の管理に引き続きご留意いただきた
い。

・団体の利用受入れについては、体験活動に精通した社会教育主事有資格者が助言などを行い、
学校等の自然体験活動を支援している。
・事業実施の際には、ボランティアリーダーが参加者の安全、生活面での指導に当たり主担当、副
担当がこれを管理監督して、怪我や事故等緊急時に対応に当たることとしている。りーダーについ
ては、年間を通して研修を行い指導面や安全面のスキルアップに取り組んでいる。

研修を受けたボランティアリーダー、主担・副担を配置し、
安全に事業実施できるよう人員配置を行っている。

A A

今年度9事業の実施を予定しており、11月末時点で9事業
中6事業実施、参加者が1,172人となっている。残り3事業で
555人を見込んでおり、予定参加者約70％を超えれば目標
達成する見込み。
森の中や竹林等のロケーションを使って撮影をする「コス
プレの森」や、広大な敷地の中での「ドローンフライト」な
ど、立地環境を活かした魅力的なプログラムを開発し、工
夫を凝らしており、それら事業のリピーター獲得も出来てい
る。

①施設の設置目的に応じた事業が適切に実施されているか

A A

令和元年度目標11事業

令和元年度目標699人以上

・内容（教育効果・参加者満足度・広報等）

②その他の自主事業が提案のとおり実施されているか

令和元年度目標９事業

令和元年度目標1,558人以上

・内容（利用促進につながっているか、利用者満足度等）

ナイトハイクについては、安全性の確保の観点から中止と
したが、新たに「初めてのキャンプに挑戦」を実施し、292人
の参加者を集めるなど、設置目的に沿った魅力的な自主
事業に取り組んでいる。
11月末時点で12事業中、9事業を実施し、参加者数は794
人であり、目標数を上回っている。
継続実施している小学生対象の「フォレストジュニアクラ
ブ」では、挑戦する力や、他者と協働してやり遂げる力を育
てる機会の提供が出来ている。また、「おおさか元気広場」
では学校に出向き子どもたちの体験活動を支援している。

○利用者満足度調査を実施し、分析結果をフィードバックしているか

その他のサービス向上につながる取組み、創意工夫がされているか

(1)収支計画の内
容、適格性及び実

現の程度

①収支計画の妥当性及び事業計画・管理体制計画との整合性は図られているか

B B

②収支は計画どおり行われているか

③収入確保や管理コスト削減の取組みは実施されているか

①管理運営業務全体として職員体制は適切か

②事業実施に必要な人員数の確保・配置従事者への管理監督体制・責任体制は
適切か

収入は前年比101.5％、前年比支出は99.8％となっており、
良好であるものの、年間収支計画では、10月末時点で収
入72.9％、支出60.1％となっており、計画どおりと言い難
い。

(2)安定的な運営が
可能となる人的能

力
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評価 評価

S～C S～C

評価委員の指摘・提言
評価内容 評価内容

評価項目 評価基準（内容）

指定管理者自己評価 施設所管課の評価

(2)安定的な運営が
可能となる人的能
力

・新人対象としてマナー･ホスピタリティ･経理業務に関する研修に1名、「近畿地区青少年教育施設
協議会」が主催した初心者向けの研修会に1名参加した。
・全職員が、1月または2月に実施する各構成団体の人権研修を受講予定である。また、大阪府教
育庁主催の「人権教育地区別セミナー」には2名参加し、更に令和2年1月実施予定の人権教育セミ
ナーにも参加を予定している。
・専門職員対象として、12月に「ツリーイングインストラクター資格取得研修」、「キャンプ協会資格取
得研修1級、2級」、「キャンプ協会リスクマネージメントセミナー」にそれぞれ1名参加予定。
・教育施設関係の会議･研修は、4月に「近畿地区青少年教育施設協議会総会」(堺市立日高)」に1
名出席、11月に「全国青少年教育施設者会議」(東京)に2名出席した。12月の同会専門委員会･研
修会にユースプロジェクトメンバーとして1名が参加予定。
・少年自然の家が事務局である「大阪府青年の家等連絡協議会･研修会」は、箕面市立教学の森
野外活動センターにて1月開催予定である。

A

全ての職員が人権研修に参加するようにし、職員が正しい
認識で利用者や職員に接することが出来るようにしてい
る。また、事業計画に基づき初心者向け研修や専任（指導
系）職員向け研修などへ参加している。

A

共同事業体を構成する2つの団体、公益財団法人大阪ユースホステル協会、一般財団法人大阪府
青少年活動財団はともに安定的な経営を維持している。

令和元年の収益状況は両団体ともに健全であり、適正に執行している。四半期ごと正味財産増減
計画書とともに期日を厳守して提出している。

○各評価項目についてS（優良）、A（良好）、B（ほぼ良好）、C（要改善）の４段階で評価をする。

○指定期間１０年によるデメリットの抑止策

Ⅰ(3）①年間利用者数

目標利用者数の【100％以上…S　／　目標値の85％以上100％未満　…A　/　　70％以上85％未満　 …B　/　70％未満　…C】

ただし、６年目以降は、目標利用者数未満及び１～５年目の平均年間利用者数を下回った場合は「C（要改善）」とする。

Ⅰ(4)施設管理・・正当な理由なく、各年度の修繕費の実績（具体的な予定額含む）が提案による計画の90％を下回る場合は「C（要改善）」とする。

○評価基準に目標値が設定されているものについて、目標値の達成度が【　100％以上 …S　/　目標値の85％以上100％未満　…A　/　70％以上85％未満　 …B　/　70％未満　…C】として評価を決定する。

○網掛けの項目は、定量評価を行う。

  平均得点が【　4～3.5　　…S　/　3.4～2.5　…A　 /　2.4～1.5　…B　 /　1.4～1 　 …C 　】として決定する。

(3)安定的な運営が
可能となる財政的
基盤

①運営基盤として、事業者の経営状況は適正か

A A

②運営状況として、事業者の財務状況は適正か

○評価項目に複数の評価基準があるものについては、各評価基準につき評価項目と同じSABCの4段階で評価したうえで、S（4点）、A（3点）、B（2点）、C（1点）として評価基準の平均値により評価項目の評価を、

③年間研修計画策定し、適切な研修体制の整備、職員の指導育成を行っているか

構成２団体の平成30年度決算報告によると、両団体とも経
営状況、財務状況に問題はない。
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